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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正・負極板間にセパレータを介して巻回した極板群を備えた蓄電池において、前記蓄電
池容器は、電槽は円筒形状とし、蓋部を電槽の外径よりも大きい多角形状であることを特
徴とする蓄電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は組電池に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
正・負極板間にセパレータを介して巻回した極板群（エレメント）を円筒型電槽に挿入し
た蓄電池では、角型蓄電池のように複数の単電池（セルという）を一体化した、いわゆる
、モノブロックタイプの蓄電池はその構造上、製造し難く、通常、セルの状態で製造され
、使用時に必要な電圧になるよう複数個接続される。このような蓄電池群を組電池と称し
ている。組電池を作製するためにセル間を接続する際に蓄電池が円筒形状であると円周方
向に自由に回転するので容易に端子位置がずれ、端子間を接続する際に位置調整をしなけ
ればならないことが往々にして発生する。
【０００３】
図１はその状態例を示す要部上面図で、１は円筒型蓄電池からなる組電池、２は円筒型蓄
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電池本体、３は正極端子、４は負極端子をそれぞれ示す。円筒形状は円周に沿って自由に
回転するため、図示するように正・負極端子の位置がばらばらな状態が発生する可能性が
ある。正・負極端子間を交互に接続する、いわゆる直列接続を行うためには端子位置が直
線状に並ぶように蓄電池の端子位置を調整する必要があり、組電池を作製する際の工数が
かかる問題を抱えている。本発明は、このような円筒型蓄電池の問題を解決しようとする
ものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
発明が解決しようとする課題は、正・負極板間にセパレータを介して巻回した極板群を備
えた蓄電池の端子間を接続する際に、円筒型蓄電池を使用した場合に円筒形状から発生す
る端子位置のずれをなくし、接続容易な蓄電池を提供することにある。
【０００５】
【発明が解決するための手段】
　上記問題を解決する手段として、請求項１によれば、正・負極板間にセパレータを介し
て巻回した極板群を備えた蓄電池において、前記蓄電池容器は、電槽は円筒形状とし、蓋
部を電槽の外径よりも大きい多角形形状であることを特徴とするものである。
【０００６】
　組電池を形成する際に蓄電池を密接して設置した場合、蓄電池形状が従来の円筒形状で
は相対する面がなく、円周に沿って自由に回転するので端子位置が簡単にずれるのに対し
て、本発明は、蓄電池容器は、電槽は円筒形状とし、蓋部を電槽の外径よりも大きい多角
形形状にすることが特徴で、端子が一直線上に並ぶように多角形を形成する線分同士を相
対するように配置すれば円筒型蓄電池のように蓄電池が回転して端子位置がずれることが
ない。したがって、端子間を接続する際も端子の位置の調整が不要で組電池の作製工数が
削減できる。
【０００７】
　本発明の蓄電池容器は、電槽は円筒形状とし、蓋部を電槽外径より大きい寸法にして多
角形形状にする。そうすれば蓄電池を密接して設置した場合に、蓋部の多角形を形成する
線分を互いに合せれば端子位置を容易に直線状に配置でき、端子位置もずれることがない
。
【０００９】
【発明の実施の形態】
【実施例】
本発明を実施例に基づいて詳細に説明する。
【００１０】
図２は、本発明の実施例を示す（ａ）要部上面図（ｂ）要部正面図で、５は本発明の特徴
である外周部形状が正八多角形を有する蓋部、６は円筒型電槽、７は本発明による蓄電池
からなる組電池を示す。他の構成部材は図１と同じ番号を付記する。
【００１１】
図示するように、本実施例では、電槽は円筒形状とし、蓋の寸法をそれより大きくして正
八角形にしたもので、端子が直線上に並ぶように蓋部の正八多角形の一線分を互いに合せ
れば、図示するように同一列の蓄電池では端子位置は一直線上に配列されてその位置がず
れることがなく、端子間の接続が容易であることが理解できる。
【００１２】
実施例では、正八多角形について説明したが、多角形形状であればいずれも同様の効果が
得られるのはいうまでもないが、多角形があまり多くなりすぎると多角形を構成する一線
分の長さが短くなり線分同士を合わせ難くなるので、正四～十二多角形の範囲が適当であ
る。
【００１３】
【発明の効果】
　以上、説明したように円筒型蓄電池を接続して組電池を形成する際に、円筒形状は円周
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に沿って自由に回転するので端子位置がずれ易い。したがって、端子間を接続する際に端
子位置の調整が必要で組電池作製の工数がかかる問題があった。本発明では、蓄電池容器
は、電槽は円筒形状とし、蓋部を電槽の外径よりも大きい多角形形状にすることによって
、蓄電池間を接続する際に、端子位置が一直線上に並ぶように多角形を構成する線分同士
を相対するように各蓄電池を配置すれば、従来のような円筒形状と違い端子位置がずれる
ことなく端子間の接続が容易で組電池作製の工数が削減できその工業的効果が大である。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の円筒型蓄電池を用いた組電池の状態を示す要部上面図
【図２】本発明の蓄電池を用いて組電池を作製した一実施例を示す（ａ）要部上面図およ
び（ｂ）要部正面図
【符号の説明】
１　円筒型蓄電池からなる組電池
２　円筒型蓄電池本体
３　正極端子
４　負極端子
５　正八多角形形状の蓋部
６　円筒型電槽
７　本発明の蓄電池を用いた組電池

【図１】 【図２】
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